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令和４年第１回大河原町議会定例会（３月会議） 

一 般 質 問 通 告 書 

№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
１ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙 橋 芳 男  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．災害時用ビブス

の配布と周知の徹底

を 

最初の質問は、災害時用ビブスの配布と周知徹底

であります。 

 災害時の障がい者の死亡率は、一般の方と比較し

て約２倍といわれております。その中で、視覚障が

い者は外見から障がいがあることが周囲からは分か

りづらく、情報が把握できなかったり、逃げればよ

いかどうかの判断がしづらい事もあり、災害時にお

ける情報格差が課題となっております。 

 そんな中、徳島県徳島市では先ごろ、災害時に視

覚・聴覚障がい者が災害時に障がいのあることを周

囲に示すビブス(ベスト型ゼッケン)を作成し、希望

者への配布を始めています。 

 ビブスは「目が不自由です」「耳が不自由です」と

書かれた障がい者用２種類と、「手話できます」「筆

談できます」と記された避難所などで使われるボラ

ンティア用の２種類。 

 障がい者用ビブスは視覚障害１級または２級、聴

覚障害２級の人が対象。ボランティア用ビブスは各

種関連団体や避難所などに配られています。 

 また、香川県さぬき市では「ゆっくり、はっきり

話してください」などの具体的な希望を表示するビ

ブスを作成しております。 

 わが町でも、このビブスの導入を検討すべきだと

思うが、町長の見解を伺う。 

 

２．グリーフケアの

充実を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番目の質問は、グリーフケアの充実をでありま

す。 

 グリーフとは、深い悲しみ、悲嘆、苦悩を示す言

葉です。 

 グリーフは、さまざまな「喪失」、すなわち、自分

にとって大切な人やものや事柄を失うことによって

起こるもので、何らかの喪失によってグリーフを感

じるのは自然なことと言えます。 

 最も大きな喪失は、家族やかけがえの無い人との

死別です。特に災害や事件・事故、あるいは自死な

ど、予期せぬ形で家族と死別することは、最悪の喪

失体験であり、大きなグリーフとなる可能性があり

ます。 

 1999 年、世界保健機関(ＷＨＯ)は、健康の定義に

ついて「身体」、「精神」、「社会」そして「スピリチ

ュアル」の４つの領域があることを提案していま

す。 

 グリーフケアとは、スピリチュアルの領域におい

て、グリーフを抱えた方々に、その方々が立ち直る

ことができるように支援することです。 

 大阪府大阪市では、特に流産や死産などを経験し

た人への支援を行っている任意団体「周産期グリー

フケアはちどりプロジェクト」の遠藤代表が、「国内

で年間約 15 万人が流産や死産を経験している」と述

べ、その上で「妊娠中に死別を経験すると、赤ちゃ

んの存在を知っている他者がおらず、悲しみの共有
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
１ 番 

 

髙 橋 芳 男  

 

２．グリーフケアの

充実を  

ができない」と述べ、グリーフケアの重要性を指摘

しています。 

 また、大竹氏(共同代表)は、流産や死産を経験し

た当事者の声として、「どこに相談していいか分から

ない」「事前に公的機関で必要な情報提供をしてほし

かった」といった声があることを指摘しています。 

 大阪では「悲しみの保健室」と題したグリーフケ

アカフェなどの試みをしていますが、グリーフケア

には、相談できる窓口や、悲しみを共有できる相手

が重要だとしています。 

 わが町でも、グリーフケアカフェのように悲しみ

を共有し、相談できるスペースを準備するべきだと

思うが、町長の見解を伺う。 

 

３．エンディングノ

ートの普及を 

３番目の質問は、エンディングノートの普及をで

あります。 

昨今、急速な少子高齢化と核家族化の進展、少子

化傾向の続く我が国では、人口の減少と高齢化によ

り、既に 2013年には４人に１人が 65歳を超える高齢

者であり、2060 年には 2.5 人に 1 人が高齢者になる

ことが見込まれています。 

この超高齢化で 65 歳以上の高齢者が 25％を超えた

と総務省からも発表され、ご家族の中でも高齢者の

ご両親の“想い”や“願い”がわからず、何かあっ

た際の対応にお困りの方が急増しております。 

エンディングノートは、遺言書とは違い法的な効

力はありませんが、ご自身の葬儀の希望や各種契約

内容（スマートフォン・インターネット・電気・ガ

ス・水道・新聞など）を記載されていればもしもの

時の煩雑な作業を軽減できます。 

また、普段から常用している薬や持病など、本人

にしか分からない情報もあり、急に倒れて搬送され

たり、認知症が進行してしまった場合には、自分か

ら家族にきちんと説明できない状況も考えられま

す。そのため医療に関する情報を元気なうちに書き

留めておく必要があります。 

エンディングノートは、2010 年にメディアや新聞

など様々な媒体で紹介され全国的に認知されまし

た。その後、エンディングノートの必要性が理解さ

れ、大手出版社や金融機関、葬儀会社、ＮＰＯ法人

など、多種多様の業界から出版されました。その影

響もあり、エンディングノートの普及率は急速に伸

び、高齢者世帯では 90％を超える認知度で普及率も

80％を超えたと言われております。 

エンディングノートは東京都や大阪府はもちろ

ん、宮城県内でも多賀城市や登米市でも無料配布を

実施しております。 

わが町でもエンディングノートの配布、あるいは

普及を検討すべきと思うが、町長の見解を伺う。 

 

２ 番 

 

 

万 波 孝 子  

 

 

１．新型コロナウイ

ルス対策について 

 

 政府の新型コロナウイルス対策が遅れに遅れる

中、感染拡大第６波が止まらない。 

 本町においても連日子どもを含め感染者が増えて
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
２ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万 波 孝 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．新型コロナウイ

ルス対策について 

おり、さらなる強化対策が求められていることから

以下、伺う。 

 

(1) 政府は、２月 10 日新型コロナウイルスの感染対

策の指針「基本的対処方針」を改正したことが報

じられている。 

  概要はオミクロン株の感染が拡大し、クラスタ

ーが相次いで発生していることから、学校、保育

所、高齢者施設等での感染対策強化を盛り込んだ

とされているが、具体的内容について伺う。この

中で実践可能・不可能な点について示してほし

い。 

 

(2) 本町においても感染拡大が止まらないがその要

因をどのように分析しているか。 

  そのために必要な対策として何が求められてい

ると考えているのか。 

 

(3) フォルテ１階に「木下グループ PCR 検査センタ

ー」が開設され、２月６日から検査が始まってい

るが利用状況について伺う。 

  感染者が急拡大し「第７波」の到来もとりざた

されている中、検査体制の構築はさけられない重

要課題であると考えないか。町独自で PCR検査や検

査キット配付等を整備していくべきでないか。 

 

(4) 感染拡大の未然防止のためには、優先的に必要

な医療機関はじめ学校、学童クラブ、保育所、幼

稚園、そして高齢者・障害者施設、役場で働く職

員のワクチン接種はどこまで進んでいるのか 

 

(5) ５～11 歳の小児を対象にワクチン接種が始まる

計画でいるが 

 ① 接種対象者約 1,500 人の 50％を接種見込み数と

している理由は。 

 ② 接種への不安を抱えている親も少なくない。 

   Ｑ＆Ａのような判断できるデータを示し、不安

解消に応えていくべきでないか。 

 ③ さらに相談窓口のコーナーを設け、親の心に寄

り添った対応をしていくべきでないか。 

 

(6) 感染拡大に伴い、濃厚接触者も増え自宅療養を

余儀なくされている町民にはどのような対応がな

されているか。 

    加えて、食料品や日用品を届ける自治体が増え

ているが、本町でも直接届けて支援していくべき

でないか。 

 

２．「小学校休業等

対応助成金」制度の

周知を 

 

 

 コロナ感染拡大で、学校や保育施設で休校や休園

が相次いでいる。政府はこうした事態を受け、休校

や休園により仕事を休んだ保護者の賃金を補償する

ために「小学校休業等対応助成金」制度を設けてい

る。 
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
２ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万 波 孝 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「小学校休業等

対応助成金」制度の

周知を 

 対象は小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育

所等の休校や登園自粛、濃厚接触者認定などで、休

業した保護者に有休を取得させた事業所となってい

る。 

 手続きの簡素化を求める声におされ改善されて今

は個人申請も可能となったようである。支援を前に

進めるために以下、伺う。 

 

(1) 正規・非正規問わず、フリーランスも対象とな

っているがこれまで保護者に周知したことはある

のか。自ら申請して活用している保護者はいるの

か状況について。 

 

(2) この制度は休暇取得の期間が 2022 年３月末まで

延長されているようだが、広報や学校、保育所等

で保護者に周知することと併せ町内事業所への周

知徹底で、対象となる保護者全員が活用できるよ

うに支援していくべきでないか。 

 

３．「ＡＬＰＳ処理

水」のチラシ送付に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府は福島原発から発生する「ＡＬＰＳ処理水」

の海洋放出を進めようとしている。 

これに対し県内では政府や東京電力に対し県魚業

協同組合や県議会などが、復興半ばの漁業に実害が

発生することなどを指摘し、海洋放出を撤回するよ

う求めている。 

にもかかわらず経済産業省と復興庁が「ＡＬＰＳ

処理水について知ってほしい３つのこと」等という

大見出しのチラシを作成し、各学校あてに事務連絡

(令和３年 12月 17日)が送られていることが問題にな

っている。 

チラシでは「誤った情報に惑わされないために誤

った情報を広めて、苦しむ人を出さないために」と

いう表現で、安全性を強調するものとなっている。 

処理水の安全性については、専門家の間でもいま

だに意見が分かれている。日本弁護士連合会は「健

康に影響がないと証明されているわけではない」と

の意見書を出している。 

文部科学省が「放射線副読本」と一緒に汚染水安

全チラシを学校現場に直接送付している現状と取り

扱いについて以下、伺う。 

 

(1) ２月 15 日時点では教育長は「チラシ」について

全く聞いていないことがわかったが、町長は把握

していたのか。 

 

(2) 経産省と復興庁が「ＡＬＰＳ処理水」を一方的

に安全だとするチラシを文科省を通じて学校現場

に依頼することは教育への介入で問題といえない

か。今回のこうした行為について町長や教育長は

どのように受け止めているか。 

 

(3) 処理水の海洋放出に県漁協などが反対し、安全

性にもさまざまな意見がある中で「安全」だけを
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
２ 番 

 

万 波 孝 子  

 

 

３．「ＡＬＰＳ処理

水」のチラシ送付に

ついて 

主張するチラシを学校に押しつけるべきではない

と考えるがどうか。併せて配布しないこと。一部

の学校で配布したのであれば回収することを強く

望むが見解を伺う。 

 

３ 番 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 藤 暁 史  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．発達支援と療育

について 

 

 

本町の障がい児福祉計画[第２期]の基本方針で

は、障がいのある子、ない子が共に成長する地域の

包容力を高め障がい児への支援を通して共生社会を

形成するとある。 

また令和５年度の成果目標においては、国の方針

では令和５年度末までに、児童発達センターを各市

町村(圏域での設置可)に１か所以上設置するとなっ

ている。本町では令和２年度では設置していないと

なっている。今後は仙南自立支援協議会と連携し、

取り組み体制を検討するとなっていることから、本

町での発達支援、療育への取り組みについて以下伺

う。 

 

(1) 本町には未就学児の発達支援施設(事業所)はあ

るのか。 

 

(2) 児童発達支援施設は柴田・角田・大河原・村

田・蔵王の１市４町からだと「むつみ学園」に通

うことが出来るが、本町での療育に対する具体的

な取り組みなどはあるのか。 

 

(3) むつみ学園は「母子通園型」となっており常に

母子が一緒の状態。一時預かりと言う形ではない 

「母子分離型」で療育の出来る施設が必要と考える

がどうか。 

 

２．障がい児保育な

どについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町では桜保育所と小・中学校において、障がい

児保育、特別支援教育を行っている。18 歳以下で療

育手帳を持つ人は令和２年度で 44 人と増加傾向を辿

っている。 

子どもの発達のスピードは、保育所に入所してか

ら、また幼稚園に入園してから気づく場合もある。          

子どもの発達を助け未来の可能性を広げるために

は、未就学時からの学び、様々な経験が重要だと考

える。障がいのある子どもと障がいのない子どもが

共生し、共に社会性を身に着ける機会を与えられる

べきだと考えることから以下伺う。 

 

(1) 桜保育所では現在何人の障がい児を受け入れて

いるのか。また障がい児の待機児童はいないの

か。 

 

(2) ２月 15 日号のおしらせばんで、桜保育所で４名

募集と見た。これは障がい児を受け入れるための

人員増なのか。 

 

(3) 桜保育所は統合保育だが、その中に障がい児を

専門に担当する加配保育士はいるのか。 
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
３ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 藤 暁 史  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．障がい児保育な

どについて 

 

(4) 本町の私立の幼稚園でも障がい児を数名受け入

れている。そのような園に対して町では補助をし

ているのか。 

 

３．保育士の数につ

いて 

以前から同僚議員たちが一般質問や質疑をしてい

る問題だが、保育士不足は本町だけでなく全国的な

問題となっている。本町では会計度任用職員を募集

するなど、保育士の確保に尽力していることは理解

している。しかし保育士不足により子どもの受け入

れが出来ない、保育士一人一人の仕事量が非常に多

くなっているなどの声があることから以下伺う。 

 

(1) 本町では町立、私立を含め保育士の数は足りて

いるのか。 

 

(2) 本町では保育士の人材確保のため、町としての

取り組みはあるのか。 

 

４ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 久 間 克 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．健康経営宣言を

してはどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで全国法人会青年部において子供たちを対

象に「租税教育活動」を行ってきた（2019 年度の年

間受講生徒数 476,847 人）。一歩踏み込み主体的に行

動できることを求め、社会保障制度の破綻を回避

し、国の財政健全化に貢献する手段として「健康経

営」について考察することとし現在、企業の「法人

会版健康経営」を確立する動きがある。昨年 12 月開

催された法人会青年部の研修において、私も出席し

講話を聴く中でとても良い取り組みだと感じたの

で、総務課長にはその時の資料を渡しているが一部

紹介する。 

まず「健康経営」とは、従業員の健康維持・増進

の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資であ

るとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、

戦略的に実践する事。また、「健康投資」とは健康経

営の考え方に基づいた具体的な取り組み。企業が経

営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組

むことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組

織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織と

しての価値向上へ繋がることが期待されるとされて

いる。 

健康経営優良法人とは、総務省が懸賞制度設計を

行っている制度で、単年度制となっており毎年、取

り組み申請を行う。取得すると、名刺に記載が可能

となるほか、就職サイトへの記載、有価証券報告

書・CSR 報告書に記載され投資を受けるチャンスも広

がり、企業のイメージアップが期待できる。取り組

む中身については、大規模法人、中小規模法人で分

けられ認定基準は異なるが、健診・検診等の活用や

推進を行う「従業員の健康課題の把握と必要な対策

の検討」、ヘルスリテラシーの向上やワークライフバ

ランスの推進、病気の治療と仕事の両立支援を評価

する「健康経営の実践に向けた土台づくり」、保健指

導や感染症予防対策、喫煙対策などの「従業員の心

と身体の健康づくりに関する具体的対策」これら全
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
４ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 久 間 克 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．健康経営宣言を

してはどうか 

 

16 項目の内 13 項目以上に取り組み、医師・保健師な

どの専門職の関与を求める評価項目がある。 

2020 年度データではあるが、宮城県内で 86 法人が

認定を受けている（業種別では、建設業 25 社、サー

ビス業 22 社、製造業 11 社、以下５社前後で各業

種）。 

これに賛同した企業は「健康経営宣言」書に取組

事項を記入し、社内の見えるところに掲示し管理職

を含めた従業員が実践しやすい環境づくりに努めて

いる。 

仕事に責任を持って取り組んでいるからこそ、「個

人」の部分を後回しにすることは誰もが一度は経験

したことがあると思う。一例ではあるが、「有給休暇

を取りやすい職場づくり」は活力向上に繋がる取り

組みであるともいえる。 

そこで以下伺う。 

 

(1) 本町職員の定期的な健康検診、ストレスチェッ

ク等の他、二次検診など継続的な管理の取り組み

を示してほしい。 

 

(2) 本町でも企業理念を掲示するように「健康経営

宣言」を庁舎内各フロアに掲示し見える化しては

どうか。 

 

２．テレマティクス

を活用した交通安全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 12 月に総務課に紹介した「テレマティクス技

術を活用した交通安全イベント」を多賀城市、白石

市にて開催され、検証結果も出始めている。「あいお

いニッセイ同和損害保険株式会社」が全国自治体と

包括連携協定を結び行っている活動の一つである。 

町民が参加し、自動車ダッシュボードに専用の車載

器を設置し実際の道路を走って、安全運転のドライ

ブスコアを競うもの。急ブレーキ、急ハンドルの箇

所をドライバーに通知されるほか、町へは実際に危

険個所が示されたオリジナルマップが配布され、交

通安全啓発活動や今後の路線計画への活用が見込め

る。 

 

(1) 本町も開催してはどうか。 

 

(2) 宮城県とも包括連携協定を締結しているよう

だ。本町においても締結し、技術など様々な連携

をとってみてはどうか。 

３．テレビ回覧板の

活用を 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＨＢでは、データ放送を活用した「テレビ回覧

板」の試験運用を２月より多賀城市で行っている。

多賀城市役所 総務部 交通防災課長に話を伺ってき

た。 

・庁舎において掲載する文面を作成し更新すると 10

分ほどでデータ放送に反映され、視聴者は「ｄボタ

ン」で住まいの郵便番号を入力することで視聴でき

る。 

・ イメージは、災害発生時にテレビ画面左側に映し
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
４ 番 

 

佐 久 間 克 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．テレビ回覧板の

活用を 

出される内容と同様だが、大河原町だけの情報が

常に最新の状態で閲覧できる。 

・ デジタルを活用したデジタルデバイド対策 

・ 町発行紙、ＨＰ、メールより更に多くの利用が見

込まれ、必要な時に見ることができる。 

・ 台風等の災害時、防災無線が聞こえないなどの心

配が排除でき、職員の危険も回避し他の作業に従

事することができる。 

・ 今後、市の公式ＬＩＮＥとの共有も進める。 

・ 月 10万円を割る金額で契約でき、市民から「情報

を知らなかった」「見なかった」との声が少なく

なるなど費用対効果が大きい。 

このようなメリットがある。そこで以下伺う。 

 

(1) 本町行政メールへの登録者数は何名か。増減は

あるか。また、ホームページでの情報更新につい

て随時、職員が行っているのか。 

 

(2) 本町にもＫＨＢより案内はあったのか。あれば

庁内で検討されたのか含め、上記内容を見れば採

用する必要があると考えるがどうか。 

 

４．個別避難計画に

ついて 

令和元年台風第 19号等を踏まえて、「個別避難計画

の作成」が努力義務化された。１月 24 日の読売新聞

県内版に「指定避難所４割浸水区域」の見出しで、

宮城県内自治体ごとの避難所数、浸水想定区域、土

砂災害警戒区域が示されている。大河原町は 16 避難

所中 14 か所 88％が浸水想定区域となっている。本町

は防災マップにおいても既に、ほぼ町全体が浸水想

定区域になっている。今回介護事業所より、問い合

わせと要望があったので以下質問する。 

 

(1) 現状「個別避難計画の作成」について、対象と

進捗はどうなっているか。 

 

(2) 本町の状況から、垂直避難が大切になると考え

る。過去にも同僚議員より質問されている。町内

の高い建物を持つ所有者と更に協定を結ぶなど、

新聞報道を受け、町の認識と対策は現在どのよう

になっているのか。 

 

(3) 特に介護事業所は、特性として低層階が多いと

考える。いつ発生するかわからない災害に対して

自助努力だけで対応できる課題だと思えない。現

状は、県の保健福祉部 長寿社会政策課 施設支援

班に相談の上、国に補助を申請する方法があるよ

うだが、町としても何かしらの要望を出すなど更

なる対応が必要ではないか。 

 

５ 番 

 

 

 

丸 山 勝 利  

 

 

 

１．コロナ禍におけ

る影響と支援につい

て 

 

新型コロナウイルスの感染症に終わりが見えない

状況にある。県内では令和２年２月に初めて新型コ

ロナウイルス感染者が確認されてから２年以上がた

ったが、昨年 10 月以降は感染者も減少し、感染者が
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
５ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸 山 勝 利  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．コロナ禍におけ

る影響と支援につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認されない日も多くなり、徐々に経済活動や人々

の活動も活発になってコロナ禍以前の状況に少しず

つ戻りつつあり、このまま新型コロナウイルス感染

症が終息すればと期待していたが、変異株のオミク

ロン株が確認され、国内でも昨年 11月 30日に空港検

疫により確認されてから 12 月に入ると全国に徐々に

広がり、年末年始を経て全国的に猛威を振るってい

る。令和４年２月 20 日現在で累計３万４千名を超

え、町内でも令和２年９月に確認されてから令和４

年２月 20 日で累計 366 名を数える状況にある。拡大

防止と重症化予防に一刻も早いワクチン接種が望ま

れる。 

また、本町においても新型コロナウイルスの感染

予防により、各種団体や町の行事自粛などが続き、

総会や行事が中止や書面等による議決等の開催にな

っているが、団体等の運営にとっては好ましくない

状況と思われる。町内の商工業事業者においても長

引くコロナ禍により、資材不足や、原材料費の高

騰、自粛による売り上げや客数の減少など影響が出

ている。 

今後の町の対応と対策について伺う。 

 

(1) 現在町から補助金が交付されている団体は何団

体あるか、また、総会の開催状況と決算の状況は

どうだったか。 

 

(2) 各諸団体の運営状況の確認はどのように確認し

ているか。 

 

(3) ワクチンの接種状況と３回目の接種状況及び今

後の接種予定はどうか。 

 

(4) コロナ禍の長期化により、資材不足や高騰が見

られる、また、原油高も拍車がかかっている。町

内の商工業者への更なる支援の考えはないのか。 

 

(5) 感染者への誹謗中傷などの対策はどうか。（特に

子供たちへの対策は） 

 

(6) 感染者は行動が制限され生活が大変な状況にな

る。生活支援は出来ないのか。 

 

(7) 町内の小中学校で感染者が出ているが、公共施

設の消毒状況はどのように行われ、どのように確

認しているか。また、業者と費用はどうか。 

 

(8) コロナ禍にあり大人数による会合や懇親などが

できない状況であり、コミュニケーションが取れ

ない、取りづらい状況にある。職場環境にもコミ

ュニケーション不足によるヒューマンエラーなど

の発生が心配されるが、役場での対策は取られて

いるか。 
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
５ 番 

 

丸 山 勝 利  

 

１．コロナ禍におけ

る影響と支援につい

て 

(9) 本町のふるさと納税額が 22 億８千万円を超え、

今までにない伸びと額になっている。非常事態な

のでコロナ対策に町独自の支援策の考えはないの

か。 

 

６ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 沼 忠 弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．公益（内部、外

部）通報制度の確立

について 

職員等が、行政の適法かつ公正な運営を期するた

めに、自治体の事務事業（行政が委託し、または請

け負わせた業務および指定管理者が管理する公の施

設の管理業務を含む）に関する違法または不当な行

為に関して通報する制度、ならびに通報者を保護す

る制度の条例化や要綱化は本町においては未整備の

現状である。通報先には庁内窓口の他に弁護士が担

う第三者機関により、通報者についての守秘義務が

約束された窓口の設置が必須である。したがって弁

護士が担う窓口の設置には予算措置等一定のハード

ルが生じることから業務委託業者、指定管理業者独

自で第三者機関による外部窓口設置は容易ではない

ことが想像に難くない。であるからこそ町が適法か

つ公正な運営が委託、指定管理を含むすべての事務

事業において行われることを保証するためにも公益

通報制度の確立が必要と考えることから以下伺う。 

 

(1) 現在本町で委託、指定管理等で行っている事務

事業の業種と数はどういう状況になっているか。 

 

(2) 今のところ本町において通報制度は確立されて

はいないが、事務事業に対する違法または不当な

行為に対する通報、申し出はこれまであったか。 

 

(3) 通報制度の条例あるいは要綱化の考えはない

か。 

 

２．敷地内水道管漏

水について 

本町では個人の敷地内で給水管から漏水が発生し

た場合、メーターＢＯＸの前後に関係なく、個人の

所有物とみなされ、修繕は個人の責任となる。個人

の財産に当たるので修繕費の個人負担は当然でもあ

るが、自治体によっては敷地内でもメーター手前の

漏水の場合はすべて個人負担ではないケースなど取

扱いは一律ではない。個人の所有物とはいえ地中に

埋設されている管については社会インフラの一部と

見なしても許されるのではないだろうか。予期せぬ

漏水が起きてしまった場合、突然の決して少額では

ない出費は町民生活に影響を与えてしまうことがあ

り得ることから以下伺う。 

 

(1) 年間でどのぐらいの件数の漏水による修繕が行

われているか数字を出すことは可能か。 

 

(2) 漏水修繕を行う際、町で一定の補助を出す考え

はないか。 
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
６番 大 沼 忠 弘 

 

 

３．消防ホース格納

箱について 

 

県内のとある町を訪問した際、町内各所の消火栓

傍に消防ホース収納箱の設置の多さが目にとまっ

た。よくよく街並みを俯瞰すると旧い住宅街で軽自

動車が１台やっと通行できるような昔の区画が現在

に至ったものではないかと推察した。したがって万

が一火災が発生したような場合、明らかに大型の消

防車両の進入が困難であり、早急な初期消火に不可

欠な備えであると感じた。これまでも予算委員会時

に当時の同僚議員から隣接する町に倣って消防ホー

ス格納箱を設置することについての質疑があった

が、本町においては消防署から１０分以内で現場に

到着できるので設置には及ばないと協議したが、再

度関係者と協議すると回答を得ていたがその後どう

なったのか。本町は確かに消防署から消防車両が早

期に到着できる広さではあるが，具体例を挙げれば

保料区内など住宅密集地であっても道路が狭隘なた

めに大型消防車両の進入が出来ないことが予見でき

る個所がある。消火活動で肝心な初期消火に遅れが

出ないよう、様々なケースを想定して備えることが

行政の務めであると考えることから以下伺う。 

 

(1) 消防ホース収納箱の設置について再度関係者と

協議は行われたのか、また行われた場合その結果

はどうだったのか。 

 

(2) 町内には道路が狭隘な為に大型消防車両の進入

が困難な道路や箇所がある、消防署と火災発生時

の想定、行動シミュレーション等の協議は行って

いるのか。 

 

７ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 藤 巖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．大河原地方卸売

市場の今後の運営は

どうする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 2 月 15 日、会派（巌会）として大河原町

地方卸売市場にて町担当商工観光課職員一名の立会

いのもと、市場の代表理事、市場長との意見交換を

兼ねた視察研修、現地調査を行い、今後の課題につ

いて多くの要望等をいただいたことで今回の一般質

問に至った。 

さて平成 22 年白石市及び角田市の卸売市場と合併

した大河原卸売市場は取扱量の減少・生産者・買受

人とも減少し、料金収入の減収や施設の老朽化の中

で事業運営を行っているのが現実です。総務省より

経営に関する抜本的な改革を目指す「戦略性」「存在

使命」の経営戦略の策定が要請され、町は国が示す

様式によって策定した「今後の経営戦略」（案）を昨

年 3月議会に配布しました。 

令和 2 年 6 月 17 日に改めて市場認定書を県知事に

提出している市場開設者、齋町長に「大河原町地方

卸売市場事業経営戦略」を参考にお伺いいたしま

す。 

 

(1) 農産物直売所等の増加に伴い、年間取扱量及び

取扱高が減少することは容易に予想されるが、こ

の市場の今後の経営方針について具体的な改善策

は見出されているのか。 
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
７ 番 佐 藤 巖  １．大河原地方卸売

市場の今後の運営は

どうする 

(2) 市場敷地内、南側の別棟の建物は町の資材置き

場、倉庫代わりに使われているようで、特に老朽

化が進み、倒壊の恐れがあり、民家とも隣接して

いることから解体等の予定があるか伺う。 

 

(3) 市場自体も老朽化の進む中で大規模な改修がす

でに必要となっており、経営戦略案には他会計か

らの繰り出しも検討しなければならないとある

が、市場事業の持続可能な経営に関し、仙南地域

各市町村と協議を行うと記載があるが、協議の進

捗状況を伺う。 

 

(4) 地理的に宮城県の南部に位置し、国道 4号線を基

幹として交通の要衝として現状の市場立地は敷地

面積 1830 坪の町有地で、大切な資産であり私はそ

の地に情報発信、地域連帯機能を中心とした民間

活力の導入として現在の市場と共存できる「みん

なの市場」の新設も策の一つと考えるが町長の見

解を伺う。 

 

８ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 村 淳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．フィルムコミッ

ションを利用した地

域活性化の提案 

近年映画やドラマの撮影地を聖地巡礼と称し、コ

アなファンが登場人物と同じシチュエーションで写

真撮影をしたり、劇中に登場した食べ物を食べたり

することが、思わぬ経済効果を地元にもたらすとい

う現象が起きています。ここで、映画製作者の大き

な助けになっているのが、各地の公的機関が運営し

ているフィルムコミッション（FC）で、ロケ地を探

し、撮影のために警察や消防の許可が必要な場合に

その許可取りを行ったりしています。 

近在では、「せんだい・宮城 FC」「みやぎ・しろい

し FC」がありましたが、白石市は撤退してしまった

ため、仙台しか活動していません。 

そのため、仙台の市街地や、県北の沿岸部にロケ

地を持って行かれているのが現状です。それを踏ま

え、以下の質問を致します。 

 

(1) 大河原町で運営する「みやぎ・せんなん FC（仮

称）」の立ち上げについて検討の予定はあるか。 

 

(2) 仙南２市 7町連携してロケ地を誘致するなど地域

活性化に取り込む事業にする考えはないか。 

 

２．にぎわい広場の

構想について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白石川右岸河川敷等整備事業も軌道にのって、

日々刻々とその全貌が見えつつあります。 

この事業の目玉とも言うべき「にぎわい広場」の

形態・運営について、町のイベントの中心になると

いうことしか明らかになっていません。 

大規模なプロジェクトですので、町民の興味も計

り知れないものがあると思います。 

これについて、以下質問致します。 

 

(1) 現時点で、形態・運営について決まっているも

のがあれば、公表できる範囲で結構ですので教え
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
８ 番 中 村 淳  ２．にぎわい広場の

構想について 

てください。Ex.管理運営者、テナントなど 

 

(2) 今後、町民の意見を吸い上げる場をもうける機

会があるか。 

 

(3) 現在、申請していないと伺っているが、国交省

のかわまちづくり支援制度の活用の可能性につい

て伺う。 

 

９ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 藤 貴 久  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本町のＣＯ２削

減対策を問う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国は温室効果ガス(主にＣＯ２)を、2013 年度を基

準年度とし、2030 年度の削減目標を約 40％減の水準

にするという目標を掲げている。 

本町も大河原町地球温暖化対策実行計画を策定

し、国の方針に準拠する方向性を示している。 

2019 年度より計画を開始し、2024 年度には中間検

証を実施することとなる。目標年度に向けて、現在

の進捗状況はどうか。約 40％減の目標数値は達成で

きる見通しはあるのか。令和３年 12 月６日の岸田総

理の所信表明演説において、2030 年度、46％の排出

削減の実現に向けて、クリーンエネルギー分野への

大胆な投資を進めますと言及している。そこで、以

下、伺う。 

 

(1) 2020 年度の本町の地球温暖化対策実施計画によ

ると 2013年度比マイナス 16.7％、2021年度にはマ

イナス 19.0％の削減目標を設定している。当該目

標値の達成率はどうか。 

 

(2) 令和４年１月９日の成人式の町長式辞の中で、

白石川にぎわい交流空間創出プロジェクトは、環

境問題にも波及効果があると言及している。具体

的な効果を示してほしい。 

 

(3) 大河原町次世代型事業、スマートハウス事業の

直近２ヶ年の実績推移を示してほしい。また、当

該事業開始後、最も実績が高かった年度はいつ

か。その年度の予算執行実績はどうか 

 

(4) 平成 29 年６月会議において、前同僚議員がゼ

ロ・エネルギーに関して、また、平成 30 年６月会

議においても、同僚議員がＺＥＨ(ネット・ゼロ・

エネルギーハウス)の導入に関する一般質問を行っ

ている。その後、この提案を協議したことはある

のか、確認する。 

 

(5) 公用車にＦＣＶ(燃料電池自動車)の導入を図っ

てはどうか。同時にＦＣＶの民間購入者の補助金

制度を創設してはどうか。環境に優しいまちづく

りを全国にＰＲすると同時に、ＣＯ２削減効果に

波及する、いかがか。 

 

(6) 白石川の小水力発電事業に着目してはいかが

か。韮神堰の約２ｍの落差を利用すれば、十分に
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
９ 番 佐 藤 貴 久  １．本町のＣＯ２削

減対策を問う 

発電できる。その電力を、桜まつりや冬のイルミ

ネーションのライトアップに活用する。いかが

か。 

 

(7) 富谷市や加美町のように、遊休農地の営農型太

陽光発電事業（アグリソーラー）の促進、また、

自治体電力会社の設立を視野に入れてはどうか。 

 

(8) 富谷市、加美町、東松島市のＣＯ２削減事業の

共通項は、スーパー公務員の存在である。本町に

おいても、専門的知見を有する職員を育成するこ

とが、2030 年度の削減目標値を実現できる手立て

になると確信する。いかがか。 

 

10 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 沼 常 次  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．町体育施設の管

理運営を指定管理者

として委託されてい

るＮＰО法人「大河

原町スポーツ振興ア

カデミー」に対する

町の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年６月にＮＰО法人「大河原町スポーツ振興ア

カデミー」において、総額 577万円に及ぶ公金が不正

受給された事件を巡り、議会及び議員全員協議会に

おいて度重なる質疑を行ってきた。不正受給された

金額もさることながら、その悪質な手口も判明し、

当事者であるＮＰО法人がどのような姿勢でこの問

題を解決するのか注視していた。 

しかし、ＮＰО法人の役員及び理事会は事の重大

性を自覚することなく、法人自らの手で事件の真相

究明をする努力もなく、町が設置した臨時調査会に

その役割を委ねてしまった。当事者意識の欠如と言

っても過言ではない。 

議会及び全員協議会の質疑において、事件の詳細

な事項やＮＰО法人の事情を問いただしても町は、

一貫して「法人内のことなのでこれ以上は踏み込め

ない」とか「わからない」を繰り返すばかりで、Ｎ

ＰО法人同様、本気で真相究明をしたいのか甚だ疑

問に感じてきた。 

議会では町長に対して、２度にわたり事件の真相

究明と当事者である指定管理者に対して毅然たる措

置を取るよう求めてきたが、反故にされてきた状態

にある。 

この事件の新聞報道から半年を過ぎ、多くの町民

は、当初は 577万円もの大金を２年間にもわたり不正

行為をしていたこと、そして、それを町は察知でき

なかったこと。ＮＰО法人、町双方の問題を訴えて

いた方が多かった。しかし、現在、この問題への町

の対応に焦点が当たっている。ＮＰО法人では、事

件以後も不祥事や不正受給金の不可解な取り扱い

等、問題が発生している。このような団体に約 6250

万円もの町の税金を任せるわけにはいかないという

のが、大方の町民の意向である。 

この問題で大河原という町の看板に大きな傷がつ

いた。町が特別に指定した団体の管理職の不正そし

て、それに対して町がとってきた及び腰の態度、姿

勢。この問題の対処をこのままずるずると引き延ば

していくことは、傷口を深めるだけでなく、町政そ

のものの信頼性を問われかねない。 

このことから、この問題の早期収束を図るために
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
10 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 沼 常 次  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．町体育施設の管

理運営を指定管理者

として委託されてい

るＮＰО法人「大河

原町スポーツ振興ア

カデミー」に対する

町の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の項目について質問する。 

 

(1) 事件が発覚するまで、議会での指摘に対して、

ＮＰО法人からの報告を鵜呑みにして「不正は無

い」と繰り返し答弁をしてきた。その原因と責任

の所在をどう考えているか。 

 

(2) (1)において、ＮＰО法人の度重なる「虚偽報

告」は、委託者である町と受託者であるＮＰО法

人との業務、契約上の信頼を喪失させる行為であ

る。どのように捉えているか。 

 

(3) 町担当部局とＮＰО法人との関係は決して良好

な関係ではないように感じている。担当部局から

の「お願い」も受け入れてもらえないことも多く

あったと聞いている。 

指定管理者制度における「監督権」をどのよう

に捉えているか。 

 

(4) 指定管理者への委託料において余剰金〈不用

額〉が出た場合の取り扱いは契約上、どのような

記載になっているか。また、過去５年間の減額補

正または返納の措置があったら、その金額は示し

てほしい。 

 

(5) 町体育施設の指定管理者制度に係る直接の部局

は町教育委員会である。指定管理者であるＮＰО

法人の一連の問題を「大河原町教育委員会」また

は「大河原町社会教育委員会」「同スポーツ推進審

議会」等の会議において教育長は、各委員に対し

てどのように説明しているか。そして各委員から

はどのような意見があったか伺う。 

 

(6) 町は指定管理者において、同様の事件の再発防

止策の一つとして、モニタリング等の強化をあげ

ているが、今回のような不正経理を未然に発見す

るためには、出勤簿、賃金台帳、時間外勤務命令

簿等をはじめとして、支出伺い、休暇等に関する

書類等の内部決裁文書まで検査しないと発見でき

ないと思う。そのような徹底したモニタリングと

理解していいか。 

 

(7) 令和３年 10月 15日、町教委が受理した理事会未

承認(後日、理事会承認)の「不祥事の再発防止の

ための改善計画書」は意見なしで承認したのか。 

 

(8) この問題から半年を過ぎた現在、町長はどのよ

うな認識と今後の対応について、町が毅然とした

対応を取れていないと思っている多くの町民に対

してどのように説明するのか。 

 

(9) 事件の当事者であるＮＰО法人の大河原町民の

みならず近隣市町民対しての信用失墜は明らかで
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
10 番 大 沼 常 次  

 

 

１．町体育施設の管

理運営を指定管理者

として委託されてい

るＮＰО法人「大河

原町スポーツ振興ア

カデミー」に対する

町の対応について 

 

あり、この事件に対しての町の対応に関してモヤ

モヤ感が渦巻いている。 

この問題をできだけ早く収束させるために、町長

の的確な判断が求められている。町長の見解を問

う。 

 

11 番 須 藤 慎  １．新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴

う影響と対策等につ

いて 

オミクロン株の猛威により、新型コロナウイルス

の感染が拡大している。本町においても感染者が多

数出ており深刻な状況にあると考えることから以下

伺う。 

 

(1) ５歳から 11 歳のワクチン接種について２月会議

において説明があった。 

① ３月上旬に接種券を発送するとのことであった

が、接種券は全世帯に発送されたのか伺う。 

② 今現在、予約状況がどのようになっているのか

伺う。 

③ 集団接種について、開始時期と今後の予定につ

いて伺う。 

 

(2) 町内小、中学校の児童・生徒及び教職員の感染

が多く確認されている。 

① 年度末、受験時期であるが、授業や試験等への

影響について伺う。 

② オンライン授業等の実施状況について伺う。 

③ 部活動の自粛が続いているが、今後の見通しに

ついて伺う。 

④ 卒業式や入学式等への影響について伺う。 

 

(3) 同様に町内の保育所や保育園、幼稚園でどのよ

うな影響がでているのか伺う。 

 

(4) 町内で感染者が増えていることで飲食店も含め

様々な事業者に大きな影響がでているが、町独自

の支援策等は検討しているのか伺う。 

 

(5) 感染者が自宅療養になった場合に生活用品の支

援を行っている自治体もあるが、本町においては

行う考えはないのか伺う。 

 

(6) 残念ながら２月 21 日に桜まつり中止が決定され

たが、中止決定における町長の見解と今後、駐車

場やトイレ設置をどのようにする考えなのか伺

う。 

 

12 番 

 

 

 

 

 

高 橋 豊  

 

 

 

 

 

１．デジタル田園都

市国家構想ついて 

 

 

 

 

「デジタル田園都市国家構想」とは岸田総理が推

進している「新しい資本主義」実現に向けた成長戦

略の最も重要な柱であり、地方の豊かさをそのまま

に、利便性と魅力を備えた新たな地方像を提示する

ものである。 

産官学の連携の下、仕事・交通・教育・医療をは
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№ 質問者 質 問 事 項 質 問 の 要 旨 
12 番 高 橋 豊  １．デジタル田園都

市国家構想ついて 

じめとする地方が抱える課題をデジタル実装を通じ

て解決し、誰一人取り残されず全ての人がデジタル

化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現す

る。地域の個性を活かした地方活性化をはかり、地

方から国全体へボトムアップの成長を実現し、持続

可能な経済社会を目指す。 

これまでの地方創生施策は継続しつつ、これをデ

ジタル化の力によって高度化・加速化させることに

より、本構想の下「ミニ東京」ではない個性あふれ

る地域を実現していくための基礎を作っていく。 

また、デジタルの力を有効に活用するためには、

共通 ID 基盤やデータ連携基盤、ガバメントクラウド

の活用などのデジタル基盤について、各地方がバラ

バラに取り組むのではなく、国が積極的に共通基盤

の整備を行い、地方に提供することが不可欠であ

る。地方は、これらの効果的活用を前提に、地方の

個性やニーズを積極的に生かしたデジタル実装を進

め、実情に即したサービスを展開することが期待さ

れる。とコンセプトに記されている。 

「デジタル田園都市国家構想」に対して本町にお

ける今後の対応について、以下質問する。 

 

(1) コロナ禍の世界の中で、この交付金を積極的に

活用すべきであると考える。本町でこの制度を利

用できるものがあるか伺います。 

 

(2) 本町におけるデジタル化に向けての見通し、予

定について伺います。 

 

 


